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民法相続編改正に係る税務対応（1/3）

税理士 若林俊之



プログラム（全３回）

1. 民法相続編改正の概要と配偶者居住権の評価
・民法相続編（以下「相続法」）改正の概要
・主な税制改正の概要
・配偶者居住権の内容
・配偶者居住権の評価と実務対応

2. 相続後の配偶者居住権の取扱い
（第二次相続・解除等による贈与・譲渡課税・その他の注意点等）

3. その他の税務対応
（遺留分侵害額請求・特別の寄与料・その他の改正への税務対応等）
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相続法改正の趣旨と経緯

⚫ 昭和55年の改正以来の大改正
当時の改正点は配偶者相続分の1/2への引上げや寄与分の創設
など。この時の議論でも、配偶者の居住権保護、相続人以外
の者への寄与分、摘出でない子の相続分の同等化等が議論さ
れていたが、改正には至っていなかった。

高齢化社会の到来や、晩婚化、離婚率や再婚率の増加傾向、
それに伴った家族関係の多様化への対応、相続における実質
的公平の確保といった観点から改正となった。
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契機となった裁判例
最高裁大法廷 平成25年9月4日（判タ1393号64頁、民集第67巻6号1320頁）

⚫ 事案の概要
平成13年7月に開始した相続につき、被相続人の嫡出子らが、嫡出でない子らに対し
て遺産分割の審判を申し立てた事件。

⚫ 判決内容
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする民法900条4号ただし書
の規定が、憲法14条1項（法の下の平等）に違反するものと判断された。

⚫ これまでの判例
平成7年7月5日最判は、法律婚の尊重と婚外子の保護の調整を図ったものであり、著しく不
合理とはいえず、立法府の裁量判断の限界を超えたものとはいえないとして、合憲と判断
（ただし裁判官15名の内5名は反対意見）し、以降も基本これを踏襲する状態にあった。

⚫ その後の改正
平成25年12月5日に改正（11日施行）され、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同
等となった。
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相続法改正の全体像と施行時期

平成30年7月、改正相続法が成立

改正内容と施行時期

⚫ 平成31年1月13日 自筆証書遺言方式の緩和

⚫ 令和元年7月1日 遺産分割終了前の預貯金一部払戻し
遺留分制度の見直し
特別の寄与の制度の創設
居住用財産贈与の持戻し免除の意思推定

⚫ 令和2年4月1日 配偶者居住権の新設

⚫ 令和2年7月10日 法務局による遺言保管制度の創設
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主な税法等の改正一覧
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令和元年改正 令和二年改正

配偶者居住権

評価方法（相法23の2）、一部賃貸部分除
外（相令5の7）、物納劣後（相令19五）、
評価に必要な各項目（相令5の7、相規12
の2～4）、小規模宅地限度面積（措令40
の2⑥）

取得費（所法60②③）、居住権の割合や年数
按分等（所令169の2①～④）、居住権消滅後
の取得費（所令169の2⑤⑥）、居住権消滅後
の取得費（所令169の2⑦）、収用関連の措置
法等（措法33の4、その他措置法施行令）居
住用不動産の範囲（相基通21の6-1）、二次相
続評価（相基通23の2-6）、一時的な空室があ
る場合の評価（相基通23の2-1）、分離課税の
範囲外（措通31・32共-1）

遺留分侵害額請求
現物給付の譲渡課税（所基通33-1の6）、
その取得費（所基通38-7の2）

特別の寄与制度

みなし遺贈（相法4②）、債務控除（相法
13④）確定申告・修正申告・更正の請求
期限（相法29①、31②）



配偶者居住権の概要

■ 生存配偶者（以下「配偶者」）が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、その建物の全部
について無償で使用収益できる権利。ただし被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有し
ていた場合にあっては、この限りでない（民1028）。

■ 遺産分割又は遺贈・死因贈与（民1028）か、家裁の審判（民1029）により取得。

■ 存続期間は終身、ただし期間を定めることもできる（民1030）。

■ 所有権者は配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負う（民1031）。

■ 配偶者は用法順守義務・善管注意義務があり、譲渡することはできない。また、所有者の承諾なく増築・第
三者へ使用収益させることもできない。これらに違反した場合、是正催告のうえ消滅請求が可能（民1032）。

■ 配偶者は居住建物の通常の必要費を負担する（民1034）。

■ 期間の満了か配偶者の死亡（民1036→民597準用）、建物の全部滅失（民1036→民616の2準用）により終
了。

■ 所有権者と配偶者の合意による解除も可能。

7

※配偶者短期居住権（民1037～1041）については、税法への影響がないため省略（以下同じ）



配偶者居住権の取得要件等

◼ 配偶者は法律上の婚姻による者をいう

◼ 被相続人が建物を完全所有か、配偶者が共有持ち分を持つ場合でも可

◼ 建物の全部を居住の用に供することまでは要求されないため、一部が店舗や賃貸の
用に供されている場合であっても設定可能

◼ 配偶者の居住は要件だが、被相続人の居住要件ではない

◼ 相続開始時の居住は要件だが、居住の継続は要件ではない

◼ 居住とは、配偶者がその生活の本拠としている事実を指すため、住民票の所在のみ
では判断できない。相続時に老人ホーム等に居住している場合、個別判断が必要
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配偶者居住権の民法上の評価の解釈
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⚫ 賃借権評価額＋（建物適正賃料×存続期間－中間利息）（第2回審議会）

⚫ 賃料相当額×存続期間（あるいはこの算式×0.8）（第14回審議会）

⚫ 「居住建物の賃料相当額」から「配偶者が負担する通常の必要費」を控除した価額に存続期間
に対応する年金現価率を乗じた価額（第18回審議会 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合
会提出資料）

⚫ 物件の現在価値－長期居住権付所有権の価額（固定資産税評価額×（法定耐用年数－（経過年
数＋存続年数））／（法定耐用年数－経過年数）×ライプニッツ係数（第19回審議会）

⚫ 原則として、遺産分割の場合は相続人間の協議で定めれば足り、遺言による場合、遺留分を侵
害しない限り評価不要との見解（第14回審議会）

⚫ その他日本不動産鑑定士協会連合会でも配偶者居住権等の鑑定評価についての研究報告あり

⚫ 法務省はそのＷＥＢサイトで、「相続税における配偶者居住権の価額の評価方法を参照するこ
とも考えられます。」との見解を示す



配偶者居住権の税法上の評価の解釈

「民法で具体的相続分を構成する」とされていることから、
相続により取得した財産として評価する。その評価方法につい
ては、次の理由から相続税法22条の「時価」評価でなく、相続
税法23条の2に定める法定評価とされた。

① 客観的交換価値を時価と解釈する前提がある以上、譲渡の
禁止されている配偶者居住権は時価評価に馴染まない

② 評価額の解釈が成立しておらず、納税者が判断するのは困
難でかつその方法が区々となる。

③ 存続期間の過大設定等による租税回避的な行為を防止する
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配偶者居住権の評価のイメージ
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① 居住権終了時の建物所有権評価額を計算
② ①の価値を法定利率で割り戻して、相続時の

所有権部分の評価額を算出
③ 相続時の建物評価額から②を控除

※ 財務省令和元年度改正税法の解説資料を加工



敷地利用権の評価のイメージ
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※ 財務省令和元年度改正税法の解説資料を加工

① 居住権終了時の敷地所有
権評価額を計算（相続時
と同価値）

② ①の価値を法定利率で割
り戻して、相続時の所有
権部分の評価額を算出

③ 相続時の敷地評価額から
②を控除

※土地の価額は変動しないものと想定



配偶者居住権等の評価の算式

※ 耐用年数：建物全部が居住用とした場合の耐用年数×1.5（5捨6入）
※ 経過年数：建物建築時から居住権設定時（相続開始時、協議等成立日）までの年数（5捨6入）
※ 存続年数：期間を定めた場合→その期間（ただし平均余命を超える場合は平気余命）

終身→平均余命年数（厚生労働省の「完全生命表」による）（5捨6入）
※ 存続年数に応じた法定利率による複利現価率：次の算式により算定（複利現価表参照）

１／（１＋ｒ）N ｒ：民法の法定利率 Ｎ：存続年数

※ 分数要素が０の場合は所有権評価額０となり、建物の時価＝配偶者居住権評価額

13



評価計算例
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・建物の相続税評価額 1,000万円（木造・築6年）：全部を居住用として利用
・土地の相続税評価額 5,000万円
・所有権は子が相続、配偶者居住権（終身）を配偶者（妻72歳）が相続

・耐用年数 22年×1.5＝33年
・経過年数 6年
・存続年数 （完全生命表による72歳女性の平均余命）18.73 → 19年
・複利現価率（法定利率3％・19年）0.570

⚫ 配偶者居住権の評価
1,000万円ー1,000万円×（33年－6年－19年）／（33年－6年）×0.570≒831万円

⚫ 敷地利用権の評価
5,000万円ー5,000万円×0.570＝2,150万円

※ 一部賃貸用等の場合には、計算前の相続税評価額を面積按分



評価明細書
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小規模宅地特例の適用の可否
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措令40の2⑥

配偶者居住権に付随するその目的となっ
ている建物の敷地を利用する権利（敷地
利用権）については、「土地の上に存す
る権利」に該当するので、小規模宅地特
例の対象となります」

（令和元年度税制改正解説 P539）
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